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平成３１年第１回栃木市議会定例会

総務常任委員会議事日程

平成３１年３月１１日 午前９時開議 全員協議会室

日程第１ 議案第１５号 栃木市市民憲章審議会条例の制定について

日程第２ 議案第１６号 栃木市コンプライアンス推進条例の制定について

日程第３ 議案第１９号 栃木市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

日程第４ 議案第２０号 栃木市税条例等の一部を改正する条例の制定について

日程第５ 議案第２５号 栃木市議会議員及び栃木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

日程第６ 議案第２６号 栃木市特別会計条例を廃止する条例の制定について

日程第７ 議案第 ８号 平成３０年度栃木市一般会計補正予算（第５号）（所管関係部分）
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◎開会及び開議の宣告

〇委員長（福田裕司君） ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しております。

ただいまから総務常任委員会を開会いたします。

（午前 ９時００分）

◎諸報告

〇委員長（福田裕司君） 当委員会に付託された案件は、各常任委員会議案等付託区分表のとおりで

あります。

◎議事日程の報告

〇委員長（福田裕司君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（福田裕司君） ただいまから議事に入ります。

日程第１、議案第15号 栃木市市民憲章審議会条例の制定についてを議題といたします。

当局から説明を求めます。

名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） おはようございます。説明者一同、簡潔明瞭な説明及び答弁に努めたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、ただいまご上程をいただきました議案第15号 栃木市市民憲章審議会条例の制定につ

きましてご説明を申し上げます。

議案書は６ページから８ページ、議案説明書は６ページとなります。まず、議案説明書によりご

説明を申し上げますので、議案説明書の６ページをごらんください。提案理由でありますが、市民

憲章の制定に当たり必要な事項の審議を行う附属機関として、栃木市市民憲章審議会を設置するた

め、本条例の制定につきまして議会の議決をお願いするものでございます。

なお、参照条文につきましては、説明を省略させていただきます。

次に、議案書によりご説明を申し上げますので、議案書の６ページをごらんいただきたいと思いま

す。こちらは制定文となりますので、説明を省略させていただきまして、次の７ページをごらんく

ださい。条例案となりますが、第１条の設置につきましては、市民憲章の制定に当たり必要な事項

を審議するため、本審議会を設置いたします。

第２条の所掌事務につきましては、市長の諮問に応じ市民憲章の原案に関する事項等を審議し、

答申をいたします。
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第３条の組織につきましては、委員15人以内をもって組織し、学識経験を有する者、関係機関ま

たは関係団体を代表する者、公募による者などのうちから市長が委嘱をいたします。

第４条の任期につきましては、委嘱の日から市民憲章を制定するまでといたします。

第５条の会長につきましては、委員の互選により定め、会務を総理し、審議会を代表いたします。

８ページをごらんください。第６条の会議につきましては、会長が招集し、その議長となること

のほか、定足数や表決数などについて定めております。

第７条の庶務につきましては、総務部総務課において処理をいたします。

第８条の委任につきましては、この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は

会長が審議会に諮って定めます。

附則でありますが、この条例は本年４月１日から施行するというものであります。

説明につきましては以上となります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いをいたし

ます。

〇委員長（福田裕司君） ありがとうございます。

以上で当局の説明は終わりました。

ただいまから質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法でお願いいたします。

入野委員。

〇委員（入野登志子君） おはようございます。よろしくお願いいたします。

議案書の７ページの組織のところなのですけれども、委員が15名以内ということで、（１）、（２）、

（３）、（４）ありますけれども、学識経験者とか、あと公募はどういった形で、市民の皆様から公

募すると思うのですけれども、やり方についてお伺いいたします。

〇委員長（福田裕司君） 名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） まず、委員の人数でございますが、15人以内ということで、現在考えて

おりますのは12人ということで考えております。内訳といたしますと、学識経験者が１名と関係機

関や団体から９名、ご質問のありました公募につきましては男女各１名を予定しております。

募集の方法でございますが、本日ご承認をいただきましてご議決その後いただきました場合には

広報とちぎや各施設に募集のチラシなど置きまして、募集をしたいと考えております。

以上でございます。

〇委員長（福田裕司君） 入野委員。

〇委員（入野登志子君） （３）の公募の男女１名ずつはちょっと少ないかなと思ったのですけれど

も、公募によって12名だけれども、15名までということもあり得ますでしょうか。

〇委員長（福田裕司君） 名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） 一応市のほうでガイドラインをつくっておりまして、審議会等の人数が
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20名以下の場合は２人、それを超える場合には３人ということで基本を定めておりますので、一応

２人ということにしておりますけれども、第３号のその他の委員やあるいは公募委員につきまして

は基本公募については２人で考えておりますけれども、必要に応じまして先ほど申しました15人以

内のうち若干余裕もございますので、そちらにつきましては公募の状況も踏まえながら考えさせて

いただきたいと思います。

以上でございます。

〇委員長（福田裕司君） 福富副委員長。

〇副委員長（福富善明君） 関係機関及び関係団体ということが７ページに書いてあるのですけれど

も、栃木市ももう一体感になってきたかと思うのですけれども、まだまだ地域間で温度差がちょっ

とあるかなと思うのですけれども、そこら辺のお考えはいかがでしょうか。

〇委員長（福田裕司君） 名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） 今回特に地域要件というのを設けておりませんで、分野で考えていきた

いなというふうに考えております。９名ということでご説明させていただいたのですが、現在考え

ておりますのが各お一人なのですけれども、自治会関係、商工関係、農業関係、福祉関係、女性・

若者、文化関係、教育関係、子育て関係の団体から１名ずつお願いしたいと考えております。

以上でございます。

〇委員長（福田裕司君） 針谷委員。

〇委員（針谷正夫君） 先ほどの入野さんの関連の質問をいたします。公募男女１名ずつということ

ですが、それを超えた場合は若干の余裕があるのでということではありますが、競争試験みたいな

ことにはなるのですか。そうではなくて原則的には公募のあった方は２名以内であれば、２名以内

の場合は採ることになるのか、その辺も含めまして質問いたします。

〇委員長（福田裕司君） 名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） 公募委員の選定の仕方でございますけれども、今委員からお話がありま

したように、多分２人以内であればその方にお願いする形になりまして、今のところ多くの方にお

申し込みいただいた場合には抽せんにしたいと考えております。

〇委員長（福田裕司君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。
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ただいまから議案第15号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（福田裕司君） 次に、日程第２、議案第16号 栃木市コンプライアンス推進条例の制定に

ついてを議題といたします。

当局から説明を求めます。

名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） ただいまご上程をいただきました議案第16号 栃木市コンプライアンス

推進条例の制定につきましてご説明を申し上げます。

議案書は９ページから22ページ、議案説明書は７ページとなります。まず、議案説明書によりご

説明申し上げますので、議案説明書の７ページをごらんください。提案理由でありますが、市のコ

ンプライアンスを推進するために必要な事項を定めることにより、公正な職務の遂行を確保し、も

って市民に信頼される市政運営を確保するため、本条例を制定することにつきまして議会の議決を

お願いするものでございます。

なお、参照条文につきましては、説明を省略させていただきます。

次に、議案書によりご説明を申し上げますので、議案書の９ページをごらんいただきたいと思い

ます。こちら制定文となりますので、説明を省略させていただきまして、次の10ページをごらんく

ださい。条例案となりますが、目次をごらんいただきたいと思います。第１章で総則を、第２章で

栃木市コンプライアンス審査会を、第３章で公益通報を、第４章で不当要求行為等防止対策を、第

５章で不祥事防止対策を、第６章で雑則を定めております。

まず、第１章の総則でありますが、第１条の目的につきましては、ただいま提案理由で述べたと

おりとなります。第２条の定義でありますが、第１号のコンプライアンスにつきましては、職員が

法令等及び第３条に規定する職員の責務を遵守することとしております。なお、第２号以下につき

ましては、各条文の説明の中で説明をさせていただきます。

少し飛びますが、13ページをごらんください。第３条及び第４条につきましては、市のコンプラ

イアンスを推進する上で必要となる職員等及び市長等の責務をそれぞれ定めております。なお、市

長等につきましては、市長のほか行政委員会及び消防長としております。

次に、第２章の栃木市コンプライアンス審査会でありますが、第５条は本市のコンプライアンス

の推進を図るため本審査会を設置することを、第６条は本審査会の所掌事項を市のコンプライアン
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ス体制や不当要求行為等対策について意見を述べることのほか、内部公益通報や不祥事に関する調

査及び報告等とすることを。

14ページをごらんいただきたいと思います。第７条は審査会の委員を３人とすることを、第８条

は委員について法律または行政に関しすぐれた識見を有する者のうちから市長が委嘱し、任期を２

年とすることを、第９条は特別の事項を調査、審議させるため審査会に臨時委員を置くことができ

ることを。

15ページをごらんください。第10条は、委員の守秘義務をそれぞれ定めております。

次に、第３章の公益通報でありますが、第１節は内部公益通報となります。なお、内部公益通報

につきましては、職員等が市政運営に関する法令違反等を通報することとしております。条文であ

りますが、第11条は市民及び職員等が内部公益通報をできることを、第12条は内部公益通報に関す

る相談及び受け付けを行うため、庁内及び庁外に窓口を設置することを、第13条は内部公益通報は

実名により書面で行うことを、第14条は外部窓口が内部公益通報を受けたときは遅滞なく審査会に

移送することを。

16ページをごらんください。第15条は内部公益通報を受けたときに審査会が行う調査及び報告等

の手順を、第16条は審査会から公益通報の対象となった事実があるかの報告を受けたとき、市長等

は是正措置や再発防止策等を講じなければならないことを。

17ページをごらんください。第17条は市長等は内部公益通報を行った職員等に対して不利益な取

り扱いを行ってはならないことを、第18条は通報した職員が不利益な取り扱いを受けた場合に審査

会に対して是正の申し立てができることを、第19条は前条の申し立てがなされたときに審査会が行

う調査の手順と不利益な取り扱いが認められたときには審査会から市長へ勧告することができるこ

とを。

18ページをごらんください。第20条は請負事業者や指定管理者の従業員等が公益通報したことに

より不利益な取り扱いを受けたときは、市長等から雇用主に対して是正を求めなければならないこ

とを、第21条は内部公益通報及び申し立てに加入する者の秘密の保持義務を、第22条は審査会の調

査に協力した者への不利益取り扱いの禁止を、第23条はみずから関係する公益通報事案への職員の

関与の禁止をそれぞれ定めております。

次に、第２節の外部公益通報でありますが、外部公益通報につきましては、労働者が労務提供先

における法令違反等を処分等の権限を有する市長等に通報することとしております。条文でござい

ますが、第24条は庁内に外部公益通報の案内窓口を置くことを。

19ページをごらんください。第25条は外部公益通報があったとき、市長等は必要な調査を行い、

法令に基づく措置等を講じなければならないことを、第26条は外部公益通報に関与する者の秘密の

保持義務をそれぞれ定めております。

次に、第４章の不当要求行為等防止対策でりますが、不当要求行為等につきましては、秩序の維



- 9 -

持、職務の遂行、または庁舎等の保全に支障が生じる行為として、第２条の定義の規定の中で４項

目を定めております。条文でございますが、第27条は不当要求行為等に対して全庁的に対応するた

め、栃木市不当要求行為等対策委員会を設置することを、第28条は不当要求行為等を受けたときの

職員の義務、管理監督者及び市長等の対応、並びに不当要求行為等対策委員会において協議するこ

とを。

20ページをごらんいただきたいと思います。第29条及び第30条は、市長が必要な措置を講じても

不当要求行為等が続いた場合に、警告や公表を行うことができることをそれぞれ定めております。

21ページをごらんください。第５章の不祥事防止対策についてでありますが、第31条は不祥事を

未然に防止するための職員及び市長等の責務を、第32条は不祥事が発生し、または不祥事が発生す

るおそれがある場合、市長等は調査を行い、是正措置、再発防止策及び公表をしなければならない

ことを、また審査会に対して調査の依頼や意見の聴取ができることを定めております。

22ページをごらんください。第６章の雑則でありますが、第33条は規則への委任規定となってお

ります。

次に、附則につきましては、平成31年４月１日から施行するというものでございます。

なお、本条例案につきましては、昨年の９月26日に開催されました議員研究会で説明をさせてい

ただきました後、パブリックコメントを実施いたしましたが、特に意見がございませんでしたこと

から議員研究会以降、内容に変更がないことを申し添えさせていただきたいと思います。

説明につきましては以上となります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いをいたし

ます。

〇委員長（福田裕司君） 以上で当局の説明は終わりました。

ただいまから質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法でお願いいたします。

針谷委員。

〇委員（針谷正夫君） 議員研究会で説明を受けておりますので、あらかた承知をしております。コ

ンプライアンスという言葉が大分社会に十分に浸透してきたというか、そういうことなのですが、

特に大企業なんかにお勤めの方はもう専ら身をもって感じているということだろうと思うのです

が、一般の人たちにとってはなかなかなじみが薄いと。そういう中で今回こういったコンプライア

ンスの条例をつくろうということは、その時代の流れとか、あるいは行政を進めていく上でこうい

った具体的な不便といいますか、制度があったほうがよかろうという事態があったとか、その条例

制定の発端となったきっかけについて質問いたします。

〇委員長（福田裕司君） 名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） 条例制定のきっかけといいますと、まず第一に議会の一般質問におきま

してコンプライアンス推進条例等の制定を求める声をたくさんいただいたことというのがございま
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す。ご案内のとおり新市になりましてから幾つか本市におきましても、俗に言う不祥事と言われる

ようなことが発生しております。本来不祥事を発生させないということが一番いいということにな

りますので、どちらかといいますと、今回の条例につきましては、コンプライアンスの推進が第一

の目的でございますが、リスク管理という部分も大分含まれております。そういう中で市といたし

ましては、職員については職員研修等を通しましてコンプライアンスの推進に努めているところで

ございますが、どうしても過失等もございまして、絶対に起きないかということになってきますと、

必ずしもそうは言えない部分もあるということで、まず第一に法令を遵守するというのを大前提と

した中で、もしそういうことが起きてしまった場合の対策も含めまして今回の条例を制定させてい

ただきたいと考えております。

以上でございます。

〇委員長（福田裕司君） 針谷委員。

〇委員（針谷正夫君） よくわかりました。

では、続いて、27条について質問いたします。今説明があったのですが、全庁的に対応するため

に栃木市不当要求行為等対策委員会を設置するということは、これは常設で置くということになる

わけですか。

〇委員長（福田裕司君） 名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） 常設で設置したいと考えております。人数につきましては、現在のとこ

ろ３名を考えておりまして、これまでも要綱でございましたけれども、コンプライアンス委員会の

要綱がございまして、そちらの要綱の中で設置している委員会につきましては、大学の法学部の先

生お二人と弁護士さんお二人に現在依頼しまして、内容的には市のコンプライアンス体制について

意見を述べていただくということだけの委員会となっておりますが、引き続きその委員さんにお願

いできれば同じような形で考えていきたいなと考えているところでございます。

以上でございます。

〇委員長（福田裕司君） 針谷委員。

〇委員（針谷正夫君） そうしますと、この前の質疑の中で発生してからということもあるけれども、

出さないことが重要だという答弁がありましたけれども、この委員会は不当要求行為が起きたとき

に対処するためのものなのか、あるいは年に１度、２度、数回はそういった防止策についての確認

をするというようなことまで含むのか、そのことについてお伺いいたします。

〇委員長（福田裕司君） 名淵総務課長。

〇総務課長（名淵正己君） ただいま申し上げましたとおり、コンプライアンスにつきましては法令

を遵守すると、不祥事を起こさないというのがまず第一でございますので、審議会におきましても

一番最初の目的というのが市のコンプライアンス推進体制がちゃんと整っているかどうかチェック

するというのが第一の仕事になっております。もし仮に起きてしまった場合はこういうことをしま
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すよというような定め方になっておりますので、そちらについては委員さんご指摘のとおりまずコ

ンプライアンスを遵守するということで考えております。

以上でございます。

〔「了解です」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ほかにございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。

ただいまから議案第16号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第16号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（福田裕司君） 次に、日程第３、議案第19号 栃木市職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

当局から説明を求めます。

瀬下職員課長。

〇職員課長（瀬下昌宏君） それでは、ただいまご上程をいただきました議案第19号 栃木市職員の

勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明を申し上げ

ます。

議案書は37ページ及び38ページ、議案説明書は11ページから13ページまでとなります。まず、議

案説明書によりご説明を申し上げますので、11ページをごらんください。提案理由でありますが、

時間外勤務命令を行うことができる上限を定めるに当たり、所要の改正を行う必要が生じたため、

本条例の一部を改正することにつきまして議会の議決をお願いするものでございます。

改正の概要につきましては、正規の勤務時間以外の時間における勤務に係る規定の整備を行うも

のであります。

参照条文につきましては、説明を省略させていただきます。
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詳細につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、次の12ページ、13ページをお開

きください。左のページが現行、右のページは改正案となります。改正案につきましては、正規の

勤務時間以外の時間における勤務、いわゆる時間外勤務について定める第８条に、第３項として公

務のため臨時または緊急の必要がある場合に命ずることができる時間外勤務に関する規則への委任

規定を追加するものです。今後制定いたします規則において定める時間外勤務命令の上限につきま

しては、原則として１カ月について45時間、かつ１年について360時間の範囲内、また予算折衝や

地域住民との折衝等に従事するなど、業務の量や時期などをみずから決定することが困難な業務の

比重の高い部署に勤務する職員については、１カ月について100時間未満、かつ１年について724時

間の範囲内とすることを予定しております。

なお、大規模災害への対処、その他の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要する業

務に従事する職員に対しましては、上限時間を超えて時間外勤務を命ずることができることといた

します。

次に、議案書によりご説明をいたしますので、議案書の37ページをお開きください。こちらは制

定文となりますので、説明は省略をさせていただきまして、次の38ページをごらんください。改正

文でありますが、内容につきましては先ほど新旧対照表によりご説明をさせていただきましたので、

省略をさせていただきます。

附則におきまして、施行期日につきましては、本年の４月１日からといたします。

説明につきましては以上となります。ご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。

〇委員長（福田裕司君） 以上で当局の説明は終わりました。

ただいまから質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法でお願いいたします。

天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） ２つほどお聞きしたいのですが、例えば今残業につきましての時間帯ですが、

それについては大体の時間帯が多分集計できていると思うのです。その時間帯でこれに今度条例で

規定をしまして、例えば削減とか見込みというのではないのですけれども、大まかな数字がもしつ

かめていればお願いいたします。

〇委員長（福田裕司君） 瀬下職員課長。

〇職員課長（瀬下昌宏君） 現在の時間外勤務の状況なのですけれども、平成29年度の数字となりま

すが、今回原則としての上限として定めます45時間以上の時間外勤務については、平均しますと月

に大体110人程度の職員が従事しております。また、１カ月100時間を超えるような時間外勤務につ

いては、月に平均しますと３人から４人程度の職員が従事をしているところでございます。今回上

限を定めることによりましてどの程度削減が可能かということにつきましては、これまでもノー残

業デーの設定ですとか、そういったことで時間外勤務の縮減について職員のほうには周知をしてき
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たところなのですけれども、上限という数値目標が設定されましたので、時間外勤務命令をするに

当たって命令をする上司のほうが時間を意識して時間外命令をできるようになるというふうに考え

ておりまして、具体的に何時間減るかということはわからないのですけれども、効果はあるものと

いうふうに考えております。

以上です。

〇委員長（福田裕司君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。

ただいまから議案第19号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第19号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（福田裕司君） 次に、日程第４、議案第20号 栃木市税条例等の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。

当局から説明を求めます。

海老沼市民税課長。

〇市民税課長（海老沼文明君） よろしくお願いいたします。

ただいまご上程をいただきました議案第20号 栃木市税条例等の一部を改正する条例の制定につ

きましてご説明申し上げます。

議案書は39ページから50ページ、議案説明書は14ページから45ページとなります。初めに、議案

説明書によりご説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、議案説明書の14ページをごらん

くさだい。提案理由でありますが、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じたた

め、栃木市税条例等の一部を改正することにつきまして議会の議決をお願いするものであります。

改正の概要につきましては記載のとおりでありますが、詳細につきましては新旧対照表によりご

説明いたします。
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参照条文につきましては、説明を省略させていただきます。

次に、改正の内容につきまして新旧対照表によりご説明させていただきますので、16ページ、17ペ

ージをごらんください。左のページが現行、右のページが改正案となります。改正案、第18条の３

につきましては、納税証明事項の規定ですが、地方税法の改正に伴い、現行の軽自動車税を種別割

に名称を変更するものであります。車体課税の見直しにより、本年10月１日以降、自動車取得税が

廃止となり、かわって環境性能割が新たに設けられました。これに伴い軽自動車税は軽自動車税の

種別割と名称が変わるものであります。

次に、第19条につきましては、環境性能割の導入に伴い、納付期限後に税金を納付する場合の延

滞金の加算に係る引用条項の整理を行うものであります。

次に、18、19ページをごらんください。第34条の４につきましては、法人市民税の法人税割の標

準税率及び制限税率引き下げに係る規定の整備を行うものであり、税率を12.1％から8.4％に引き

下げるものであります。

次に、第80条につきましては、軽自動車税の納税義務者について３輪以上の軽自動車を取得した

者に環境性能割を課し、軽自動車を所有している者に種別割を課すこと、及び軽自動車税を種別割

に名称を変更するなどの規定を整備するものであります。

第80条の２につきましては、改正前の日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

非課税の範囲を規定した第80条の２の条ずれに伴い、第80条の３を第80条の２とし、軽自動車税を

種別割に名称を変更するものであります。

第81条につきましては、みなし課税について規定したもので、売買契約において売り主が所有権

を留保している場合、買い主を取得者または所有者とみなして課税することができるなどを定めた

ものであります。

次に、20、21ページをごらんください。第81条の２につきましては、改正前の第80条の２の規定

されていた日本赤十字社が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲について定める

ものであります。

第81条の３につきましては、環境性能割の課税標準について軽自動車の取得価格とすることを定

めるものであります。

第81条の４につきましては、環境性能割の税率について規定したもので、取得した軽自動車の環

境性能に応じ、１％、２％及び３％と定めるものであります。

第81条の５につきましては、環境性能割の徴収の方法について申告納付とすることを定めるもの

であります。

第81条の６につきましては、環境性能割の申告納付については軽自動車のナンバープレート交付

などの手続の際、行うことについて定めるものであります。

次に、22、23ページをごらんください。第81条の７につきましては、納税義務者が正当な事由が
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なく申告等をしなかった場合、10万円以下の科料を科すことについて定めるものであります。

第81条の８につきましては、環境性能割の減免について、公益のため直接専用する者、または身

体障がい者などが取得するものについて定めるものであります。

第82条につきましては、軽自動車税を種別割に名称を変更するなどの規定を整備するものであり、

現行からの区分や税額の変更はございません。

次に、24、25ページをごらんください。第83条から28、29ページの第91条までにつきましては、

いずれも軽自動車税を種別割に名称を定めるものや、引用する条項の整備を行うものであります。

次に、30、31ページの中段をごらんください。ここからは附則の改正となります。附則第15条の

２につきましては、環境性能割の賦課徴収の特例について、当分の間、栃木県が賦課徴収すること

を定めるものであります。

附則第15条の２の２につきましては、環境性能割の非課税の特例について、日本赤十字社が所有

する軽自動車について県の定めにより環境性能割を課さないことを定めるものであります。

附則第15条の２の３につきましては、環境性能割の課税免除について、当分の間、県の定めによ

り環境性能割を免除することを定めるものであります。

附則第15条の３につきましては、環境性能割の減免の特例について、身体障がい者等が取得する

軽自動車については、県の定めにより環境性能割を減免するという特例を定めるものであります。

次に、32、33ページをごらんください。附則第15条の３の２につきましては、環境性能割の課税

免除及び減免の申請の特例について、県知事へ提出することを定めるものであります。

附則第15条の４につきましては、環境性能割の申告納付の特例について、当分の間、県知事が行

うことを定めるものであります。

附則第15条の５につきましては、環境性能割の賦課徴収を当分の間、県が行うことに伴い、事務

に必要な費用を補償するため、栃木県が栃木市に徴収取扱費を交付することを定めたものでありま

す。

附則第15条の６につきましては、環境性能割の税率の特定について、営業用軽自動車の環境性能

割の税率を当分の間、0.5％、１％及び２％に軽減する特例を定めるものであります。

附則第16条につきましては、種別割の税率の特例の規定について、種別割の字句の追加及び引用

条項の整理を行うものであります。

なお、改正前の同条第２項から第７項及び36、37ページ、最下段にあります附則第16条の２につ

きましては、軽減税率の適応を受ける軽自動車の範囲について、今後の税制改正において自動車等

に係る環境への負荷の低減に関する技術開発の動向を勘案し、見直しを行うことになっているため、

削除するものであります。

次に、ページが飛びまして、40、41ページをごらんください。こちらも附則の改正となります。

附則第６条につきましては、平成27年３月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車に対
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しての経過措置を定めたものでありますが、軽自動車税の種別割においても引き続き措置をするた

め、名称の追加及び引用条項の整理を行うものであります。

次に、44、45ページをごらんください。附則の改正となります。附則第６条につきましては、環

境性能割の導入により引用条文の第19条第３項が改正されたことに伴い、規定の整備を行うもので

あります。

なお、附則の非課税、課税免除及び減免に係る規定につきまして、軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収を当分の間、栃木県が行うことになっておりますことから、県内、市、町で統一した内容と

なっております。

新旧対照表での説明は以上であります。

続きまして、議案書の説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、議案説明書の39ページ

をごらんください。こちらは制定文となりますので、説明は省略させていただきます。

次に、40ページをごらんください。条例の改正文となりますが、内容につきましては先ほど新旧

対照表によりご説明させていただきましたので、附則についてご説明させていただきます。

ページが飛びまして、49ページをごらんください。49ページ、中段にあります附則第１条、施行

期日でありますが、この条例は平成31年10月１日から施行するというものであります。

次の第２条及び第３条につきましては、それぞれの経過措置を規定するものであり、所要の経過

措置を設けた上、施行するものであります。

以上がこのたびの改正の主な内容でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

〇委員長（福田裕司君） ありがとうございます。

以上で当局の説明は終わりました。

ただいまから質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法でお願いいたします。

天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） わかったようでちょっとわかっていないところがあるのですが、簡単に言う

と、まず、たしか一番最初に言ったのは法人税ですか、これが多分上がるのかなという、割合が、

だと思ったな、ちょっと今めくっているのですけれども、それと軽自動車の環境税ということで、

新しい車で今の環境の車に対しての一応移行しながら、そういうのを進めていくというような雰囲

気の話だと思うのですが、それによって今２つ言いました、前段は法人税だか何だったかな、割合

がちょっとアップするのかなというのと、軽自動車の関係で。現状からどういうふうに変わるのか、

ちょっと教えてもらいたいのですけれども、簡単で結構です、わかりやすく。罰則みたいのがある

ような、申告漏れがどうのこうのという、その辺もちょっとご説明願います。
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〇委員長（福田裕司君） 海老沼市民税課長。

〇市民税課長（海老沼文明君） まず、法人税割のことなのですが、現行は法人税割ということで12.1％

課税されていますので、この率が8.4％に変わるということです。それが今年の10月１日から改正

するわけですが、それ以降の事業年度の会計になりますので、影響するのは平成32年の10月からと

いうことになるかと思います。税率が下がります。

それと、軽自動車のほうなのですが、今まで軽自動車税というのがありましたが、それがまず種

別割という名称に変わります。こちらについては、税率が変わりませんので、名称が変更になった

だけです。

それと、自動車には購入した場合に取得税というのがかかっていたと思うのですが、それが環境

性能割ということになりますので、これが普通自動車といいますか、自動車と軽自動車に分かれま

して、軽自動車のほうが税金のほうで入ってくるということになります。これも今年の10月１日か

らの施行になります。

以上です。

〇委員長（福田裕司君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） もう一つ、申告義務というか、漏れがどうのこうのちょっとあったのですけ

れども、そこら辺もうちょっとお願いいたします。

〇委員長（福田裕司君） 海老沼市民税課長。

〇市民税課長（海老沼文明君） 軽自動車につきましては、登録を新車購入時に登録してくださいと

いうことです。

〇委員長（福田裕司君） 針谷委員。

〇委員（針谷正夫君） 先ほどの天谷委員の最後の質問で幾らかわかったのですけれども、要するに

キーワードは種別割と環境性能割ですと。私たちは市民の方にわかりやすく説明する義務があるの

です。１分ぐらいでこの法律はどういうのですよというところだけちょっと。こういうことでいい

わけですか、確認します。軽自動車税という名称は、今までどおり残ります。それはないの。

〔「残らない」と呼ぶ者あり〕

〇委員（針谷正夫君） 残らない。では、もう一回お願いします。１分間でお願いします。

〇委員長（福田裕司君） 海老沼市民税課長。

〇市民税課長（海老沼文明君） 軽自動車税につきましては、今までは自動車税ということで４月１

日、所有者につきまして課税されていたわけですが、今後は軽自動車の種別割という名称になりま

す。それと、今度は軽自動車を購入した場合、今までは取得税というのがかかっていたと思うので

すが、これについては環境性能割という名称で納付ということになります。

以上です。

〇委員長（福田裕司君） 針谷委員。
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〇委員（針谷正夫君） そのことについてはわかりました。

値段の多い少ないはないということでよろしいわけですね、払う側にとって。

〇委員長（福田裕司君） 海老沼市民税課長。

〇市民税課長（海老沼文明君） 軽自動車の種別割については、税率の変更はございません。だたし、

環境性能割につきましては、今後自動車の環境に応じて１％、２％、３％の課税というふうになっ

てきます。

〇委員（針谷正夫君） 針谷委員。

〇委員（針谷正夫君） では、19ページに先ほども天谷委員が触れたのですが、法人税が100分の12.1か

ら8.4％に下がると。逆に行政の立場からいえば税収が少なくなるということになるかと思います

が、どれぐらいを見込んでいるというか、予測をしているということになるのでしょうか。

〇委員長（福田裕司君） 海老沼市民税課長。

〇市民税課長（海老沼文明君） 法人税の引き下げにつきましては、施行日が本年10月１日からであ

りますので、適用を受けるのはその日の以降に事業年度分であります。影響が出るのは来年10月１

日以降の決算以降でありますので、平成31年度中には影響はないと思われます。ちなみに平成32年

度は半年分で約２億6,000万円の減、平成33年度につきましても２億3,000万円の減となる見込みで

ありまして、合わせますと５億3,000万円の減となると見込んでおります。ただし、減額分につき

ましては市の財政指数に応じて国からの交付税としての補填が見込まれております。

以上です。

〇委員長（福田裕司君） 針谷委員。

〇委員（針谷正夫君） 国からの補填があるということは、それまで含めますとどういうことになり

ますか、市税への影響というのは。

〇委員長（福田裕司君） 海老沼市民税課長。

〇市民税課長（海老沼文明君） 国からの交付税という金額がちょっとわからないのですが、法人税

割としては５億3,000万円減収になるということです。

〇委員長（福田裕司君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） ちょっと今ぱっと頭の中に浮かんだのですけれども、見通しなのですけれど

も、軽自動車がそういうふうに環境性能割ですか、当然今度普通車にかかってくるのか、何か準備

段階で国のほうもいろいろやっているのかなというふうには当然思うわけです。これ担当として、

次は今度普通車だの、大型車だの、当然そういうふうに変わってくるのだろうと思います、そうい

うふうに世の中変わっていますので。だんだん、だんだん、要望も言ってしまうのですけれども、

できるだけわかりやすいようなことで進めてもらいたいと思うのですが、担当課としては今後のこ

ういう車に対しての当然導入される方向は何か考えがあったら。

〇委員長（福田裕司君） 海老沼市民税課長。
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〇市民税課長（海老沼文明君） 軽自動車税につきましては、市税条例の中に入りますので、市が取

り扱っておりますが、それ以上の普通乗用車とか大型車につきましては、国のほうで取り扱ってい

ますので、そちらと同様に軽自動車も名称変更なりしていくことだと思いますが、今後も自動車に

つきましてはハイブリッドといいますか、環境にいい車両になってくると思いますので、当然それ

に税収もかかってきますので、税額が少なくなってくるということで見込んでおります。

〇委員長（福田裕司君） 杉山財務部長。

〇財務部長（杉山知也君） 環境性能割についてちょっと詳しい、詳しくもないですけれども、簡単

にもうちょっと私のほうから補足説明させていただきますと、皆さん車買ったときに自動車取得税

というのを払うと思います。あれは県税なのです。県税で、それは普通車とか軽自動車とか営業車、

そういったものについて自動車取得税ということで、県税に今まで払っていたわけです。そのうち

の軽自動車分だけが今度は自動車取得税が消費税の増税に伴って環境性能割になるのですが、その

うちの軽自動車の分だけの、軽自動車のいわゆる取得税については今度は市税になるということで

す。普通車とかはそのまま、普通車とか営業車、それは従前どおり県税になるのですが、取得税の

うちの軽自動車分については市税になるということで、ちょっと補足の説明をさせていただきまし

た。

以上です。

〇委員長（福田裕司君） これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。

ただいまから議案第20号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（福田裕司君） 次に、日程第５、議案第25号 栃木市議会議員及び栃木市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

当局から説明を求めます。

田嶋選挙管理委員会事務局次長。
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〇選挙管理委員会事務局次長（田嶋 亘君） おはようございます。

ただいまご上程いただきました議案第25号 栃木市議会議員及び栃木市長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明をいたします。

議案書は61、62ページ、議案説明書は73ページから75ページになります。まず、議案説明書によ

り説明いたしますので、73ページをごらんください。初めに、提案理由でありますが、公職選挙法

施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じたため、本条例の一部を改正することにつ

きまして議会の議決をお願いするものでございます。

次に、改正の概要でありますが、市の議会の議員の選挙における選挙運動用ビラの公費負担に係

る規定を加えるもので、第１条、第９条、第11条及び第12条関係になります。内容は、これまでは

選挙においてビラの頒布は国政選挙や地方公共団体の長の選挙のみ配布できることとなっておりま

したが、今回の改正で都道府県及び市議会議員の選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会

を拡充するため、地方公共団体の長の選挙と同様に候補者が選挙運動のためのビラの頒布ができる

こととされたものであります。その枚数につきましては、都道府県の議会の議員の選挙においては

１万6,000枚、政令指定都市以外の市の議会の議員の選挙においては4,000枚としております。また、

頒布可能となったビラにつきましては、条例で定めるところにより、その作成について公費負担と

することができるとなっており、栃木市議会議員の選挙につきましても栃木市長の選挙と同様にビ

ラの作成に係る経費について公費負担としようとするものでございます。

なお、参照条文につきましては、説明を省略させていただきます。

詳細につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、次の74、75ページをお開きくだ

さい。左のページが現行、右のページが改正案となります。まず第１条及び第９条の改正につきま

しては、栃木市議会議員選挙が加わりますことから、今まで公費負担をしていた栃木市長選挙にお

けるという限定表現を削除した改正となっています。

続いて、第11条及び第12条の改正につきましては、栃木市議会議員選挙が加わりますことから、

栃木市長選挙と合わせ２つの中から「選挙の区分に応じ」という表現を加えた改正となっておりま

す。

次に、議案書によりご説明いたしますので、議案書の61ページをお開きください。こちらは、制

定文となりますので、説明は省略させていただきまして、次の62ページをごらんください。改正文

でありますが、内容につきましては先ほど新旧対照表によりご説明いたしましたので、附則につき

ましてご説明いたします。施行期日として、この条例は公布の日から施行する。適用区分としまし

て、この条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその

期日を告示された選挙については、なお従前の例によるというものであります。

説明は以上でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

〇委員長（福田裕司君） 以上で当局の説明は終わりました。
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ただいまから質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法でお願いいたします。

福富副委員長。

〇副委員長（福富善明君） 基本的な考えですけれども、ビラの配布については告示になってから配

布ということになるのですか、告示前でいいのですか。

〇委員長（福田裕司君） 田嶋選挙管理委員会事務局次長。

〇選挙管理委員会事務局次長（田嶋 亘君） 立候補届け出をしてからの配布ということになります。

〇委員長（福田裕司君） 関口委員。

〇委員（関口孫一郎君） 基本的なことなのですが、市議会議員の場合4,000枚というただいまご説

明ございました。これに関しては、証紙を張るとか、そういった部分のことがあるのでしょうか、

確認ということで。

〇委員長（福田裕司君） 田嶋選挙管理委員会事務局次長。

〇選挙管理委員会事務局次長（田嶋 亘君） 市長選用のビラの証紙と同様に、ビラ証紙を張ること

になります。

〔「了解」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。

ただいまから議案第25号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

◎議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇委員長（福田裕司君） 次に、日程第６、議案第26号 栃木市特別会計条例を廃止する条例の制定

についてを議題といたします。

当局から説明を求めます。



- 22 -

寺内財政課長。

〇財政課長（寺内秀行君） ただいまご上程いただきました議案第26号 栃木市特別会計条例を廃止

する条例の制定についてご説明いたします。

議案書は63、64ページ、議案説明書は76ページであります。まず、議案説明書によりご説明いた

しますので、議案説明書の76ページをごらんください。本条例の提案理由でありますが、千塚産業

団地においては平成30年６月に事業用地の取得が完了したことに伴い、千塚町上川原産業団地特別

会計を廃止するに当たりまして、栃木市特別会計条例を廃止することにつきまして議会の議決をお

願いするものであります。

次に、議案書によりご説明いたしますので、議案書の63ページをごらんください。こちらは制定

文となりますので、説明を省略させていただきまして、次の64ページをごらんください。栃木市特

別会計条例は廃止するものであります。

附則につきましては、平成31年４月１日から施行すること、また経過措置といたしまして千塚町

上川原産業団地特別会計に係る平成30年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例に

よるというものであります。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

〇委員長（福田裕司君） 以上で当局の説明は終わりました。

ただいまから質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法でお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。

ただいまから議案第26号を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決
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〇委員長（福田裕司君） 次に、日程第７、議案第８号 平成30年度栃木市一般会計補正予算（第５

号）の所管関係部分を議題といたします。

当局から説明を求めます。

なお、説明欄に記載されている金額については読み上げは省略していただいて結構でございます。

寺内財政課長。

〇財政課長（寺内秀行君） ただいまご上程いただきました議案第８号 平成30年度栃木市一般会計

補正予算（第５号）についてご説明いたします。

補正予算書の３ページをごらんください。平成30年度栃木市一般会計補正予算（第５号）は、次

に定めるところによるというものであります。歳入歳出予算の補正は、第１条、歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ17億3,815万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

635億3,474万8,000円とする。

第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるというものであります。

継続費の補正は、第２条、継続費の変更は、第２表、継続費補正によるというものであります。

繰越明許費は、第３条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、第３表、繰越明許費によるというものであります。

債務負担行為の補正は、第４条、債務負担行為の追加は、第４表、債務負担行為補正による、第

２項、債務負担行為の変更は、第５表、債務負担行為補正によるというものであります。

地方債の補正は、第５条、地方債の変更は、第６表、地方債補正によるというものであります。

４ページ、５ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でります。４ページが歳入、

５ページ、６ページが歳出となっております。

なお、所管関係部分の内容につきましては、後ほど事項別明細により説明させていただきますの

で、ここでの説明は省略させていただきます。

６ページをお開きください。第２表、継続費補正変更につきましては、所管外となりますので、

説明を省略させていただきます。

７ページをお開きください。第３表、繰越明許費補正であります。所管関係部分のみ説明させて

いただきます。１行目の２款１項地域施設再編モデル総合支所複合化整備事業（都賀）につきまし

ては、基本計画策定業務委託として債務負担行為を設定し、平成30年、平成31年度で執行しており

ますが、平成30年度に前払金の請求がないため、繰り越させていただくものであります。

11ページをお開きください。第４表、債務負担行為補正（追加）及び第５表、債務負担行為補正

（変更）につきましては所管外となりますので、説明は省略させていただきます。

12ページ、13ページをお開きください。第６表、地方債補正（変更）であります。本表は、左側

が補正前、右側が補正後となっております。左側の補正前の起債目的欄の１行目、健康福祉施設整
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備事業から一番下の文化財保護施設整備事業まで、計11件について起債の限度額を変更するもので

あります。詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。

なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては変更ございません。

ページが飛びまして、39ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括表であ

ります。39ページは歳入、次の40、41ページが歳出となっておりますが、ここでの説明は省略させ

ていただき、引き続き所管関係部分の歳入について説明させていただきます。

42ページ、43ページをお開きください。１款２項１目１節現年課税分は、補正額8,200万円の減

額であります。説明欄の現年課税分につきましては、償却資産が当初予算の見込額を下回ったこと

から減額補正するものであります。

次に、８款１項１目１節自動車取得税交付金は補正額5,220万円の減額であります。説明欄の自

動車取得税交付金につきましては、これまでの交付実績などを勘案し、減額補正するものでありま

す。

46ページ、47ページをお開きください。中段の16款１項２目１節利子及び配当金は、補正額1,701万

6,000円の減額であります。所管関係部分は、説明欄の大澤基金利子から減債基金利子までであり

まして、当初予算に預金利率を0.2％で見込みましたところ、実際にはそれよりも低利率で推移し

たことから減額補正するものであります。

次の、16款２項１目１節土地売払収入は、補正額２億2,255万7,000円の増額であります。説明欄

の市有土地売払収入につきましては、法定外公共物の売り払い及び普通財産である市有地の売却に

よる収入が当初予算の見込みを上回ったことから増額補正するものであります。

48ページ、49ページをお開きください。中段の17款１項５目１節消防施設費寄附金は、補正額９

万9,000円の増額であります。説明欄の消防施設費寄附金につきましては、消防体制充実のための

企業からの寄附金を増額補正するものであります。

50ページ、51ページをお開きください。18款２項１目１節財政調整基金繰入金は、補正額３億

7,875万1,000円の減額であります。説明欄の財政調整基金繰入金につきましては、補正予算の財源

調整として基金からの繰り入れを減額補正するものであります。

次に、13目１節マスコットキャラクター応援基金繰入金は、補正額120万円の減額であります。

説明欄のマスコットキャラクター応援基金繰入金につきましては、マスコットキャラクター活用事

業費の財源の一部として、ふるさと応援寄附金を充てることとしたため、基金からの繰り入れを減

額補正するものであります。

次に、19目１節庁舎建設基金繰入金は、補正額668万6,000円の減額であります。説明欄の庁舎建

設基金繰入金につきましては、本庁舎エスカレーターリニューアル工事が当初見込みよりも低額で

契約できたため、基金からの繰り入れを減額補正するものであります。

次に、下段の21款市債であります。恐れ入りますが、お手元のタブレットにて平成30年度一般会
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計補正予算（第５号）21款市債資料という資料をごらんください。補正予算書の説明欄につきまし

ては、起債の種類ごと細かく分類されておりますので、今回補正する理由等をまとめた資料を作成

し、タブレットにて議員の皆様に提供させていただきましたので、個々の説明は省略させていただ

き、総額のみをご説明いたします。

補正予算書の52ページ、53ページをお開きください。１目民生債から６目消防債までの補正合計

額は、下の行のとおり11億3,560万円の減額であります。

以上で歳入について説明を終わります。

引き続き所管関係部分の歳出についてご説明いたします。

54ページ、55ページをお開きください。１款１項１目議会費は、補正額452万5,000円の減額であ

ります。説明欄の議員人件費でありますが、昨年12月に議員１名の辞職による報酬の減額などによ

り、減額補正するものであります。

56ページ、57ページをお開きください。２款１項１目一般管理費は、補正額6,249万5,000円の減

額であります。説明欄の特別職人件費でありますが、市長、副市長の給与等について不用額が見込

まれるため、減額補正するものであります。

次の職員人件費でありますが、職員の給与について不用額が見込まれるため、減額補正するもの

であります。

以下、各科目において補正しております職員人件費につきましては、同様の理由により補正する

ものでありますので、以後の説明は省略させていただきます。

次の職員福利厚生事業費につきましては、職員健康診断において不用額が見込まれることなどに

より、減額補正するものであります。

次の県市町村総合事務組合負担金職員手当につきましては、早期退職者募集による応募が少なか

ったことなどにより、不用額を減額補正するものであります。

次の臨時職員共済費につきましては、育児休業の代替等として雇用する臨時職員が当初見込みよ

りも少なかったことにより、健康保険料等、臨時職員に係る共済費について不用額が見込まれるた

め、減額補正するものであります。

次の職員課一般経常事務費につきましては、育児休業の代替等として雇用する臨時職員が当初見

込みよりも少なかったことにより不用額が見込まれるため、減額補正するものであります。

次に、２目文書広報費は、補正額1,293万4,000円の減額であります。説明欄の広報事業費につき

ましては、広報とちぎ印刷、広報紙編纂業務委託及び広報紙配送業務委託において、入札執行残が

生じたことから減額補正するものであります。

次のマスコットキャラクター応援基金積立金につきましては、ふるさと応援寄附のマスコットキ

ャラクター活動支援事業に対する寄附金の減額により、積立金を減額補正するものであります。

次のホームページリニューアル事業費につきましては、システム構築業務委託において、入札執
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行残が生じたことから減額補正するものであります。

次に、３目財政管理費は、補正額1,300万円の減額であります。説明欄の減災基金積立金及び財

政調整基金積立金につきましては、歳入の当該基金利子が減になったことにより減額補正するもの

であります。

次に、５目財産管理費は、補正額２億1,958万2,000円の増額であります。説明欄の処分可能財産

売払事業費につきましては、栃木駅前ボランティアルーム解体工事において、入札執行残が生じた

ことから減額補正するものであります。

次の庁舎建設基金積立金及び大澤基金積立金につきましては、歳入の当該基金利子が減になった

ことにより減額補正するものであります。

次の土地総合調整基金積立金につきましては、歳入の法定外公共物売り払い及び普通財産である

市有地の売却による収入が増となったことにより増額補正するものであります。

次の本庁舎エスカレーターリニューアル事業費は、当該工事において低額での契約となったこと

から減額補正するものであります。

次に、６目企画費は、補正額5,290万5,000円の減額であります。説明欄のふるさと応援基金積立

金につきましては、ふるさと応援寄附金の一部を本年度の各種事業の財源として利用するため、積

立金を減額補正するものであります。

次に、10目情報システム管理費は、補正額358万6,000円の減額であります。説明欄の情報端末管

理費（栃木）につきましては、パソコン等の更新におきまして、入札執行残が生じたことから減額

補正するものであります。

次の内部情報系サーバー管理費につきましては、ソフトウエアの更新におきまして、入札執行残

が生じたことから減額補正するものであります。

次に、14目諸費につきましては、補正額1,348万8,000円の増額であります。所管関係部分は説明

欄の１行目、市民協働まちづくりファンド積立金でありまして、ふるさと応援寄附の市民活動で栃

木づくり事業に対する寄附金の一部を市民活動推進センター管理運営費の財源として利用するた

め、積立金を減額補正するものであります。

続きまして、86ページ、87ページをお開きください。９款１項３目消防施設費は、補正額854万

4,000円の減額であります。説明欄の消防ポンプ自動車等購入事業費でありますが、消防ポンプ自

動車２台の購入について、入札執行残が生じたことから減額補正するものであります。

次の消防団器具置場等整備事業費でありますが、器具置場等整備工事について入札執行残が生じ

たことから減額補正するものであります。

次の消防庁舎整備事業費につきましては、物件調査業務及び測量調査業務について入札執行残が

生じたことから減額補正するものであります。

次の消防基金積立金につきましては、消防施設費寄附金の増により積立金を増額補正するもので
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あります。

以上をもちまして平成30年度栃木市一般会計補正予算（第５号）に係る関係部分について説明を

終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（福田裕司君） 以上で当局の説明は終わりました。

お諮りいたします。本案については、歳入歳出等を一括して審査いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認め、そのように決定いたします。

ただいまから歳入歳出等を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、一問一答の方法により、ページ数もお知らせ願います。

天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） ありがとうございました。

57ページのほうの歳出なのですが、真ん中辺でホームページのリニューアル事業、残額が残った、

いいのだか、悪いのだかわかりませんが、市民から若干というのかな、使いづらいのだと、こんな

意見は聞いていないのかな。なれもあるのだろうけれども、前のほうがよかったという意見もある

のです。それがなれなのでしょうけれども、入りにくいということがあるようなのです。まずここ

ら辺の状況を把握しているのかを確認したいと思います。

〇委員長（福田裕司君） 福田シティプロモーション課長。

〇シティプロモーション課長（福田栄治君） お答え申し上げます。

そういった声も少しありまして、というのはちょっとシステムというか、構成が変わってきてい

るので、若干今までのものになれていた方、特に使いなれていた方は若干その辺は違和感があるの

かなというのは認識しているところでございまして、また検索についても機能は上がるのですが、

今までのデータと新しいものが混同していて、検索しづらくなっている状況が少し続いていたもの

は認識しておりまして、その辺については間もなく解消できるというふうに思っています。そうい

うことでよろしいでしょうか。

〇委員長（福田裕司君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） その少しのほうの意見が大切なのです。というのは、ずっと使ってきたわけ

ですから。たまに使う人も大事なのですけれども、ある程度情報収集してくれる方々がそういう意

見だったので、そこら辺を大事にしたいということを今発言させてもらっているのですが、やっぱ

り何らかの形で情報でしょうから、今多分途中、最近までまだだめなのです。何か入りづらいのだ

ということなので、そういうことを何かちょっと広告ではないですけれども、やれたらいいのでは

ないかなというふうに思いますが、いかがですか。

〇委員長（福田裕司君） 福田シティプロモーション課長。
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〇シティプロモーション課長（福田栄治君） その辺はホームページの中でも少し使いづらく、検索

がしづらくなっているといった理由も載せて、広報はしているつもりでございます。

〇委員長（福田裕司君） よろしいですか。

福富副委員長。

〇副委員長（福富善明君） 87ページ、消防団機械器具置場等整備事業費、625万円の減となってい

ます。総金額と、なぜこの減になったか、詳細に教えていただきたいのですが。

〇委員長（福田裕司君） 小川消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（小川信幸君） 減になりました件に関しましては、建築費が安く済んだというこ

とでございます。

〇委員長（福田裕司君） 福富副委員長。

〇副委員長（福富善明君） 私の思うところは、やっぱり業者のほうで金額が低価格かなと思ってち

ょっと心配したのですけれども、そういうことではないですよね。

〇委員長（福田裕司君） 小川消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（小川信幸君） そういうことではございません。

〔「そういうこと」と呼ぶ者あり〕

〇消防総務課主幹（小川信幸君） 違います。

〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） 針谷委員。

〇委員（針谷正夫君） 57ページの下から、このふるさと応援基金積立金で5,290万5,000円の減は、

本年度の事業に使ったためというふうなご説明がありましたけれども、具体的には何の事業に使わ

れたかお尋ねいたします。

〇委員長（福田裕司君） 増山総合政策課長。

〇総合政策課長（増山昌章君） ご説明をいたします。

ここで少し先ほどの説明に加えさせていただきますと、12月に補正をさせていただいておりまし

て、ここにありますふるさと応援基金というのは、市長おまかせコースでございまして、ただ12月

のときには今年全体で増額が見込めるということで、4,500万円をここに一旦積ませていただいた

というような経緯がありまして、今回そういったことから補正減の額が5,200万円というふうに大

きくなってございますが、最終的に市長おまかせコースの見込額は大体3,000万円ほどというふう

に考えております。今年の事業に充当するという部分のご説明をさせていただきましたけれども、

実際にこの中で充てさせていただく予定といたしましては、今年度の国際交流協会の補助金等、一

般財源で予定しておりますものに今年の事業としては充てさせていただきたいというふうに考えて

おります。

〇委員長（福田裕司君） 針谷委員。
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〇委員（針谷正夫君） 確認しますけれども、本年度というのは平成31年度という、今話題になって

いる平成31年度予算にということなのですか、そうではなくて平成30年度ということですか。

〇委員長（福田裕司君） 増山総合政策課長。

〇総合政策課長（増山昌章君） 今ご説明申し上げましたのは、平成30年度です。今回の平成30年度

の最終的に今一財で用意しております、予定しております事業に一部充てさせていただきたいとい

うことでございます。

〇委員長（福田裕司君） どうですか。ほかに。

〔「わかりました。了解です」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

ただいまから討論に入ります。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。

ただいまから議案第８号の所管関係部分を採決いたします。

本案は原案を可決すべきものとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（福田裕司君） ご異議なしと認めます。

したがいまして、議案第８号の所管関係部分は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇委員長（福田裕司君） 以上で当常任委員会の審査は終了いたしました。

なお、審査報告書及び委員長報告の作成については、委員長及び副委員長にご一任願います。

これをもって総務常任委員会を閉会いたします。

ご苦労さまでございました。

（午前１０時２３分）


